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主 文

原判決を破棄する。

本件を東京高等裁判所に差し戻す。

理 由

被告人Ａの弁護人小林芳郎，同森岡政治，同吉本修二の上告趣意は，憲法違反，

判例違反をいう点を含め，実質は事実誤認，単なる法令違反の主張であり，被告人

Ｂの弁護人小澤優一，同山田敏章の上告趣意は，判例違反をいう点を含め，実質は

事実誤認，単なる法令違反の主張であり，被告人Ｃの弁護人有賀信勇，同大室俊三

の上告趣意は，憲法違反，判例違反をいう点を含め，実質は事実誤認，単なる法令

違反の主張であって，いずれも刑訴法４０５条の上告理由に当たらない。

しかしながら，所論にかんがみ，職権をもって調査すると，原判決は，刑訴法４

１１条１号，３号により破棄を免れない。その理由は，以下のとおりである。

１ 本件公訴事実の要旨は，「被告人Ａは株式会社日本債券信用銀行（以下「日

債銀」という。）の代表取締役会長であった者，被告人Ｂは日債銀の代表取締役頭

取であった者，被告人Ｃは日債銀の代表取締役副頭取であった者であるが，被告人

３名は，共謀の上，日債銀の業務に関し，平成１０年６月２９日，大蔵省関東財務

局長に対し，日債銀の平成９年４月１日から平成１０年３月３１日までの事業年度

（以下「平成１０年３月期」という。）の決算には２２０５億７００万円の当期未

処理損失があったのに，取立不能のおそれがあって取立不能と見込まれる貸出金合

計１５９２億３３００万円の償却又は引当をしないことにより，当期未処理損失を

６１２億７４００万円に圧縮して計上した貸借対照表，損益計算書及び損失処理計

算書を掲載するなどした同事業年度の有価証券報告書を提出し，もって，重要な事
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項につき虚偽の記載のある有価証券報告書を提出した」というものである。

検察官は，後記資産査定通達等によって補充される改正後の決算経理基準が，商

法（平成１７年法律第８７号による改正前のもの）３２条２項にいう「公正ナル会

計慣行」としては唯一のものであって，これによれば日債銀には平成１０年３月期

には公訴事実記載の未処理損失がある旨主張した。

第１審は，公訴事実どおりの事実を認定して，被告人Ａに対し懲役１年４月，３

年間執行猶予，被告人Ｂに対し懲役１年，３年間執行猶予，被告人Ｃに対し懲役１

年，３年間執行猶予の各判決を言い渡し，原審は，事実誤認，法令適用の誤り等を

理由とする各被告人の控訴をいずれも棄却した。

２ 原判決の認定及び記録によれば，本件の事実関係は以下のとおりである。

(1) 銀行法が昭和５７年４月１日から施行されたことなどに伴い，大蔵省銀行

局長が同省の監督権限に基づいて発出した「普通銀行の業務運営に関する基本事項

等について」と題する通達（いわゆる「基本事項通達」。昭和５７年４月１日付け

蔵銀第９０１号）の中に決算経理基準（以下「改正前の決算経理基準」という。）

が定められており，これが長期信用銀行である日債銀にも適用され，日債銀等の銀

行においては，これに従った決算処理を行ってきた。

銀行の貸出金の貸倒れとしての損金額算入又は損金経理による債権償却特別勘定

への繰入れについては，法人税基本通達（平成１０年課法２－７による改正前のも

の）９－６－４等が定めており，特に，９－６－４（１）においては，債務者につ

き債務超過の状態が相当期間継続し，事業好転の見通しがないこと等の事由が生じ

たため，当該貸金等の額の相当部分の金額につき回収の見込みがない場合に，その

回収の見込みがない部分の金額を債権償却特別勘定に繰り入れることができるとさ
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れていた。

そして，大蔵省と国税庁の協議に基づく不良債権償却証明制度により，金融証券

検査官が回収不可能又は無価値と判定した債権（Ⅳ分類）及びこれに準ずる債権と

して証明した不良債権の金額は，原則として法人税法上損金として容認される扱い

となっており，大蔵省金融検査部長が同省の監督権限に基づき発出した不良債権償

却証明制度等実施要領がその方針や審査の手続・基準等を定め，「合理的な合併計

画や再建計画が作成中あるいは進行中である場合」や「債務者に対して追加的な支

援（融資，増資・社債の引受，債務引受，債務保証等）を予定している場合」に当

たる取引先（以下「支援先等」という。）については，法人税基本通達９－６－４

（１）において債権償却特別勘定に繰り入れることができる場合とされている「事

業好転の見通しがない」と判断することは原則として適当ではないとされていた。

また，上記実施要領において，有税引当等については，金融機関等の自主判断に

より行われるものであるとされていた。

このような決算経理基準の下においては，金融機関は，税法において，無税償却

・引当が認められる要件を充足した貸出金については，償却証明を得て償却・引当

を行うが，それ以外の貸出金については，金融機関の自主判断により有税償却・引

当を行うのが一般的となっており，銀行等金融機関の支援先等は，原則として償却

・引当をしないとする慣行があった（以下，このような扱いを「税法基準」とい

う。）。

(2) いわゆるバブル経済崩壊後の金融機関の不良債権の増大を受けて，金融機

関経営の健全性の確保や金融システムの安定化等のため，平成８年６月２１日，

「金融機関等の経営の健全性確保のための関係法律の整備に関する法律」など，い
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わゆる金融３法が成立し，銀行法及び長期信用銀行法等も一部改正され，銀行経営

の健全性を確保するための金融行政当局による新たな監督手法として，平成１０年

４月１日から，同年３月期以降の決算を対象として早期是正措置制度が導入される

ことになった。

大蔵省銀行局長の私的研究会である「早期是正措置に関する検討会」は，平成８

年１２月２６日，自己査定ガイドラインの原案などを内容とする「中間とりまと

め」を公表した。

(3) 大蔵省金融検査部長は，平成９年３月５日，上記検討会における検討を踏

まえ，金融証券検査官等あてに「早期是正措置制度導入後の金融検査における資産

査定について」と題する通達（以下「資産査定通達」という。）を発出し，金融業

界に公開された。この通達は，早期是正措置制度導入後の金融検査における資産査

定が金融機関による自己査定等を前提としてより適切かつ統一的に行い得るよう作

成されたもので，金融証券検査官は，検査においては，金融機関の行う自己査定に

ついて，その基準が明確かどうか，その枠組みが資産査定通達の枠組みに沿ってい

るか等を把握し，さらに，当該基準に沿って適切に自己査定が行われているかどう

かをチェックするとしている。この通達においては，貸出金の査定に当たっては，

まず，①債務者の財務状況，資金繰り，収益力等により返済能力を判定して，債務

者について，その状況等により，「正常先」「要注意先」「破綻懸念先」「実質破

綻先」「破綻先」の５つに区分し（いわゆる「債務者区分」），②次に，資金使途

先等の内容を個別に検討し，③さらに，各区分ごとに担保や保証等の状況を勘案の

上，貸出金の分類（Ⅰ分類からⅣ分類まで）を行うとした。

(4) 全国銀行協会連合会は，その融資業務専門委員会が，大蔵省金融検査部と
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も相談の上，資産査定についての一般的な考え方をまとめた「『資産査定につい

て』に関するＱ＆Ａ」を，平成９年３月１２日付けで，全国の金融機関に送付し

た。また，日本公認会計士協会は，同年４月１５日付けで，資産査定通達の考え方

を踏まえて，「銀行等金融機関の資産の自己査定に係る内部統制の検証並びに貸倒

償却及び貸倒引当金の監査に関する実務指針」（いわゆる「４号実務指針」）を公

表した。

(5) 平成９年７月３１日，基本事項通達で定められた決算経理基準の中の「貸

出金の償却」及び「貸倒引当金」の規定などが改正され（以下「改正後の決算経理

基準」という。），大蔵省銀行局長から日債銀代表取締役頭取あてに，平成１０年

３月期の決算から適用することが通知された。改正後の決算経理基準は，「資産の

評価は，自己査定結果を踏まえ，商法，企業会計原則等及び下記に定める方法に基

づき各行が定める償却及び引当金の計上基準に従って実施するものとする」とした

上で，①回収不能と判定される貸出金等については，債権額から担保処分可能見込

額及び保証による回収可能額を減算した残額を償却すること，②回収不能と判定さ

れる貸出金等のうち上記①により償却するもの以外の貸出金等については回収不能

額を，最終の回収に重大な懸念があり損失の発生が見込まれる貸出金等については

債権額から担保処分可能見込額及び保証による回収可能額を減算した残額のうち必

要額を，それぞれ債権償却特別勘定に繰り入れるものとすること，③これら以外の

貸出金等について，合理的な方法により算出された貸倒実績率に基づき算定した貸

倒見込額を引き当てることなどを定めていた。

大蔵省は，平成９年７月に，決算経理基準の改正に先立って不良債権償却証明制

度等実施要領を廃止した。
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(6) 日債銀は，資産査定通達に基づく査定基準として自己査定基準を作成し，

これに従って行われた自己査定の結果に基づいて，平成１０年３月期決算案を策定

し，常務会，取締役会及び株主総会での承認を経て，同期に係る有価証券報告書を

完成させ，平成１０年６月２９日，大蔵省関東財務局長あてにこれを提出した。

上記自己査定結果によると，Ｄ（メインバンクであるＥ銀行のほか，日債銀等３

行を含めた主力４行から融資を受けて業務を営んでいた独立系ノンバンクで，平成

７年４月から主力４行により３年間の予定で事業計画に基づく支援が開始されてい

た。）及びＦ（メインバンクであるＧ銀行や準メインバンクである日債銀等から融

資を受けて事業を営んでいた独立系ノンバンクである。）の債務者区分は破綻懸念

先とされ，Ｈ等１３社及びＩ等５社の債務者区分は要注意先又は破綻懸念先とされ

た。

３ 以上の事実関係を前提にして，原判決は，第１審判決を是認して被告人らに

対し虚偽記載有価証券報告書提出罪の成立を認めた。その理由の要旨は，次のとお

りである。

(1) 早期是正措置制度の導入に至る経緯，その導入決定と資産査定通達の発

出，決算経理基準の改正の経緯や内容等からすると，資産査定通達等は，早期是正

措置制度を有効に機能させることを目的として策定されたもので，会計処理の基準

として内容的な妥当性や合理性を有しており，その周知も十分に図られ，実施に必

要な準備期間も確保されるなどしていることから，平成１０年３月期決算当時にお

いては，資産査定通達等の示す基準に従って会計処理をすることが，商法（平成１

７年法律第８７号による改正前のもの）３２条２項の定める唯一の「公正ナル会計

慣行」になっていた。これと両立し得ない関係にある改正前の決算経理基準のもと
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での税法基準に基づく会計処理は，決算経理基準の改正により明示的に否定された

ものとみるのが相当である。

(2) 資産査定通達等の基準に従えば，日債銀の平成１０年３月期におけるＤ，

Ｆ，Ｈ等１３社及びＩ等５社の債務者区分はいずれも実質破綻先に当たり，次のと

おりの償却・引当不足額等が認められる。

ア Ｄ

平成７年４月からは主力４行により３年間の予定で事業計画に基づく支援が開始

されたが，支援体制が崩壊し，平成９年９月，メインバンクであるＥ銀行は，平成

１０年１月に特別清算予定のプレス発表を行い，同年４月以降に特別清算を申し立

てる旨のスケジュールを他の主力３行に提案したが，日債銀は，平成１０年３月期

の償却・引当を先送りする方針の下に，上記プレス発表の時期の延期を求めて動く

などし，その時期を平成１０年４月上旬に変更させた上，上記経緯等を監査法人に

知らせなかった。

Ｄは，当期純損益ベースで，平成６年３月期から５年連続で赤字を計上し，平成

９年３月期までは，簿価上は債務超過ではなかったが，平成１０年３月期には，貸

出金約１９３０億円を債権償却特別勘定に繰り入れ，資産が一挙に減って約２６７

４億円の債務超過に陥っており，現状は，経営破綻の状況にはないが，単に，法的

・形式的な経営破綻の事実は発生していないというだけで，深刻な経営難の状態に

あり，再建の見通しがない状態にあるといえ，実質破綻先に当たる。平成１０年３

月期における日債銀の貸出金残高３８９億７８９２万９６３６円のうち，２９０億

９３０万２３４８円がⅣ分類に当たるのに対し，日債銀は，約８０億５６８７万円

を債権償却特別勘定に繰り入れただけであるから，その差額である２０９億５２０
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０万円（１００万円未満切捨て）が償却・引当不足額となる。

イ Ｆ

業況の悪化から，Ｇ銀行及び日債銀に支援を求め，再建計画を策定したが頓挫す

るなどした。メインバンクであるＧ銀行は，平成９年１０月ころ，Ｆとの間で任意

整理案を合意したが，日債銀が強く反対したため，平成１０年３月期の整理・清算

を断念した。日債銀は，上記任意整理案に関する経緯等を監査法人に知らせなかっ

た。

Ｆは，新規の貸付けは行っておらず，リースや割賦金の回収作業を行っているの

みという状況で，その収益力も全くなく，資金繰りにも窮し，その財務状況も，６

期連続で赤字を計上し，５期連続で簿価上でも債務超過に陥っており，返済能力は

全くないといえるなど，実質破綻先に当たる。平成１０年３月期における日債銀の

貸出金残高６４７億２９４万６６３４円のうち，２２２億５９０６万１５９７円が

Ⅳ分類に当たるのに対し，日債銀は，約１４億７１８０万円を債権償却特別勘定に

繰り入れただけであるから，その差額である２０７億８７００万円（１００万円未

満切捨て）が償却・引当不足額となる。

ウ Ｈ等１３社

Ｈ等１３社は，もともと日債銀の関連ノンバンクの不良資産の受皿会社であり，

平成９年４月の大蔵省の金融検査の際のⅣ分類査定を回避する目的で，日債銀にお

いて，急きょ，上記関連ノンバンクの破産管財人から買い取り，再建支援を約束す

ることになったもので，平成１０年１月ころ，Ｊグループを形成させることになっ

た。Ｈ等１３社は，大幅な債務超過に陥っており，独立企業としての実態はなく，

財務状況，資金繰り，収益力等のいかなる点を考慮しても，返済能力がないことは
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明らかである。

日債銀は，平成９年１１月，Ｊグループにつき合計７００億円規模の新規事業の

構想を立て，再建計画を策定したが，償却・引当を回避するための形ばかりのもの

で，支援意思が真意のものであるか疑念を抱かせるものである上，再建計画の合理

性や再建の見通しもなく，実質破綻先に当たる。平成１０年３月期における日債銀

の貸出金合計１８４３億４９６９万９５９２円のうち，６１８億６１４８万９３５

０円（１００万円未満切捨ての計算で６１８億５４００万円）がⅣ分類に当たるの

に対し，日債銀は，全く償却・引当を行っていないから，６１８億５４００万円

（１００万円未満切捨て）が償却・引当不足額となる。

エ Ｉ等５社

Ｉ等５社が属するＫグループは，日債銀等の不良資産である担保不動産を取得さ

せる目的で設立された受皿会社等であって，保有する物件で事業化を進めて債権の

極大回収を図る目的であったが，予定した事業は頓挫した状態にあり，Ｉ等５社

も，独立企業としての実態はなく，その財務状況も赤字及び債務超過の状態が継続

し，収益力はなく，利息支払さえ自力でできずに日債銀からの資金の追加融資を受

けて賄っている状況にあり，返済能力がないことは明らかである。

日債銀は，Ｋグループにつき，平成１０年４月の常務会で支援の機関決定をした

が，主たる目的が監査法人向けのものであり，支援意思が真意のものか疑念を抱か

せるものである上，再建計画についても，時期や金額が不明確であるなど，将来，

事業が進展し，元本返済を含めた収益をあげることを相当程度にうかがわせるもの

はなく，再建の見通しがないものとして，実質破綻先に当たる。平成１０年３月期

における日債銀のＩ等５社に対する貸出金合計６９４億９４８６万９４円のうち，
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５６１億９１５０万２７３５円（１００万円未満切捨ての計算で５６１億８９００

万円）がⅣ分類に当たるのに対し，日債銀は，全く償却・引当を行っていないか

ら，５６１億８９００万円（１００万円未満切捨て）が償却・引当不足額となる。

(3) したがって，日債銀の平成１０年３月期決算における当期未処理損失額

は，上記各社に対する償却・引当不足額の合計金額１５９７億８２００万円から，

債務者区分の変動に伴う一般貸倒引当金の過大評価額５億２９００万円，及び有税

債権償却特別勘定への繰入額変動に伴う税効果相当取崩額２０００万円を減算した

１５９２億３３００万円に，公表の当期未処理損失額６１２億７４００万円を加算

した２２０５億７００万円であったと認められる。そうであるにもかかわらず，１

５９２億３３００万円の償却又は引当をしないことにより，当期未処理損失を過少

に計上して作成された本件有価証券報告書には重要な事項につき虚偽の記載がある

といえ，虚偽記載有価証券報告書提出罪に関する被告人らの故意及びその共謀も認

めることができる。

４ しかしながら，原判決の上記判断は是認することができない。その理由は，

次のとおりである。

(1) 原判決は，前記３のとおり，平成１０年３月期決算の当時において，資産

査定通達等によって補充される改正後の決算経理基準に従うことが唯一の公正なる

会計慣行であって，改正前の決算経理基準のもとでの税法基準に基づく会計処理

は，公正性を失っており，もはやこれによる会計処理は許されないことになったと

するものである。

しかしながら，資産査定通達等によって補充される改正後の決算経理基準は，償

却・引当については，有税・無税にかかわらず，同基準の定める額を引き当てるこ
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とを求めるものであるが，その前提となる貸出金の評価については，金融機関がそ

の判断において的確な資産査定を行うべきことが強調されたこともあって，大枠の

指針を示す定性的なもので，その具体的適用は必ずしも明確となっておらず，ま

た，資産査定通達等によって補充される改正後の決算経理基準が，合理的な再建計

画や追加的な支援の予定があるような支援先等に対する貸出金についてまでも同基

準に従った資産査定を厳格に求めるものであるか否か自体も明確ではなかったこと

が認められる。すなわち，記録によれば，

ア 資産査定通達において債務者区分の概念が初めて導入され，債務者の区分に

応じて貸出金の分類がされることとなった。その結果，実質破綻先と査定されれば

貸出金の無担保無保証部分がⅣ分類（回収不可能又は無価値と判定される貸出金）

となり償却しなければならなくなるのに対し，破綻懸念先と査定されれば貸出金の

無担保無保証部分はⅢ分類（最終の回収又は価値について重大な懸念が存し，従っ

て損失の発生の可能性が高いが，その損失額について合理的な推計が困難な貸出

金）となり必要額を債権償却特別勘定に繰り入れることで足りるという大きな違い

が生ずることとなった。しかしながら，その定義を見ると，破綻懸念先は「現状，

経営破綻の状況にはないが，経営難の状態にあり，経営改善計画等の進捗状況が芳

しくなく，今後，経営破綻に陥る可能性が大きいと認められる債務者をいう。具体

的には，現状，事業を継続しているが，実質債務超過の状態に陥っており，業況が

著しく低調で貸出金が延滞状態にあるなど事業好転の見通しがほとんどない状況

で，自行（庫・組）としても消極ないし撤退方針としており，今後，経営破綻に陥

る可能性が大きいと認められる先をいう」とされ，実質破綻先は「法的・形式的な

経営破綻の事実は発生していないものの，深刻な経営難の状態にあり，再建の見通
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しがない状況にあると認められるなど実質的に経営破綻に陥っている債務者をい

う。具体的には，事業を形式的には継続しているが，財務内容において多額の不良

資産を内包し，あるいは債務者の返済能力に比して明らかに過大な借入金が残存

し，実質的に大幅な債務超過の状態に相当期間陥っており，事業好転の見通しがな

い状況（中略）で，元金又は利息について実質的に長期間延滞している先などをい

う」とされているだけで，例えば，「実質債務超過の状態」（破綻懸念先）と「実

質的に大幅な債務超過の状態」（実質破綻先），「事業好転の見通しがほとんどな

い状況」（破綻懸念先）と「事業好転の見通しがない状況」（実質破綻先）のよう

に，その具体的適用の違いが必ずしも明確ではないなど，資産査定通達は，全体的

に，定性的かつガイドライン的なものでしかなかった。

イ また，破綻懸念先の定義において，「自行（庫・組）としても消極ないし撤

退方針としており，今後，経営破綻に陥る可能性が大きいと認められる先をいう」

とあるように，税法基準におけると同様に，支援先等に対する特別の考慮を許容す

る表現が含まれており，消極ないし撤退方針とするまでに至っていない支援先等は

破綻懸念先にすら含まれないとの解釈の余地もあるなど，合理的な再建計画や追加

的な支援の予定があるような支援先等に対する貸出金の査定に関してまで資産内容

の実態を客観的に反映させるという資産査定通達の趣旨を徹底させるものか否かが

不明確であった。

ウ 実際に，本件当時を含め長年金融機関の償却・引当の実務に携わりこれに関

する著作もある証人が，資産査定通達における債務者区分で一番苦労したのは支援

先をどこに区分するかという問題であり，消極ないし撤退方針にしていない支援先

については破綻懸念先にしなくてもよいとの解釈がかなり強く，大多数の問題先が
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結果的に要注意先にとどまった旨を述べている。また，日債銀のみならず，他の大

手行についても，貸出金分類額及び要償却・引当額につき，自己査定と金融監督庁

の金融検査結果とのかい離が指摘されていた。

エ 以上からすると，平成１０年３月期の決算に関して，多くの銀行では，支援

先等に対する貸出金についての資産査定に関して，厳格に資産査定通達等によって

補充される改正後の決算経理基準によるべきものとは認識しておらず，当時におい

て，資産査定通達等によって補充される改正後の決算経理基準は，その解釈，適用

に相当の幅が生じるものであり，将来的に実務を積み重ねることで自己査定の具体

的な判断内容の精度や整合性を高めていくという性質を内包したものといわざるを

得ない。

(2) このように，資産査定通達等によって補充される改正後の決算経理基準

は，特に支援先等に対する貸出金の査定に関しては，幅のある解釈の余地があり，

新たな基準として直ちに適用するには，明確性に乏しかったと認められる上，本件

当時，従来の税法基準の考え方による処理を排除して厳格に前記改正後の決算経理

基準に従うべきことも必ずしも明確であったとはいえず，過渡的な状況にあったと

いえ，そのような状況のもとでは，これまで「公正ナル会計慣行」として行われて

いた税法基準の考え方によって支援先等に対する貸出金についての資産査定を行う

ことも許容されるものといえる。

５ そうすると，本件当時，資産査定通達等によって補充される改正後の決算経

理基準に従うことが唯一の公正なる会計慣行であったとし，税法基準の考え方に基

づく会計処理を排斥し，資産査定通達等によって補充される改正後の決算経理基準

の定める基準に従って日債銀の貸出金の評価をし，平成１０年３月期決算において
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日債銀に２２０５億７００万円の当期未処理損失があったとした原判決は，その点

において事実を誤認して法令の解釈適用を誤ったものであって，破棄しなければ著

しく正義に反するものと認められる。

ところで，税法基準による貸出金の評価は，債務者区分という概念を介在させる

ことなく個別にⅣ分類かどうかを判断するものといえるが，合理的な再建計画や追

加的な支援の予定があるような支援先等については「事業好転の見通しがない」と

することは原則として適当でないとする処理を前提に，貸出先が上記のような支援

先等に当たる場合には，原則としてこれらに対する貸出金等を回収不能と評価せ

ず，償却・引当をしないという考え方に基づくものといえ，これからすれば，母体

行主義の下において原則として支援が求められる関連ノンバンクなど，上記のよう

な貸出先に当たる取引先については「事業好転の見通しがない」とはいえず，これ

に対する貸出金につき償却・引当をしなくても直ちに違法とまではいえないことに

なる。しかしながら，本件貸出先は上記のような関連ノンバンクではなく，原則と

して支援が求められる貸出先ということはできない。また，原判決によれば，前記

３(2)記載のとおり，Ｄ及びＦについては，日債銀において現に支援している状況

にあるとはいえず，平成９年には各社及び日債銀を含む主力関係金融機関において

いずれも整理せざるを得ないことが共通の認識となってはいたものの，平成１０年

３月期における多額の償却・引当を避けようとする日債銀の意向から特別清算申立

て予定の公表が延期されるなどしたというのであり，Ｈ等１３社及びＩ等５社につ

いては，不良資産の受皿会社であって，独立企業としての実態はなく，再建計画や

支援の機関決定はあるにしても，償却回避のための形ばかりのものであったり，主

たる目的が監査法人向けのものであるなど，支援意思や再建計画が真意かどうか疑
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念を抱かせるものであったというのである。これらの原判決が認定した本件決算処

理の経緯等によると，上記の貸出先が前記の税法基準の考え方により「事業好転の

見通しがない」とすることが適当でない取引先に当たると直ちにいうことには疑問

があるところ，原判決は，あくまで資産査定通達等によって補充された改正後の決

算経理基準が唯一の基準であるとして債務者区分を行い，貸出金を査定しているも

のであって，従来採られていた税法基準の考え方に従って適切に評価した場合に，

これらの貸出先が「事業好転の見通しがない」とすることが適当でない取引先に当

たるかどうか，これらに対する本件貸出金が回収不能又は無価値と評価すべきもの

かどうかについては必ずしも明らかとはいえず，その点について，その当時行われ

ていた貸出金の評価や他の大手銀行における処理の状況をも踏まえて，更に審理，

判断する必要がある。

よって，刑訴法４１１条１号，３号，４１３条本文により原判決を破棄し，更に

審理を尽くさせるため，本件を原裁判所に差し戻すこととし，裁判官全員一致の意

見で，主文のとおり判決する。なお，裁判官古田佑紀の補足意見がある。

裁判官古田佑紀の補足意見は，次のとおりである。

有価証券報告書の虚偽記載を処罰する趣旨は，これが，証券取引市場において，

会社の財務状態に関し，投資者等の判断を誤らせるおそれがあることにある。そう

すると，有価証券報告書の一部をなす決算書類に虚偽があるかどうかは決算処理に

用いたとする会計基準によって判断されるべきところ，金融機関の決算処理は決算

経理基準に従って行われることが求められており，本件日債銀の決算書類において

も，銀行業の決算経理基準に基づく償却・引当基準に従った旨が記載されている。

そこにいう決算経理基準は改正後の決算経理基準であることは明らかであるから，
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本件決算についてはこれに従って判断すべきことになる。しかしながら，貸付金の

評価については，同基準において回収の可能性に関する具体的な判断方法が示され

ておらず，これを補充するものとして位置付けられていた資産査定通達においても

税法基準の考え方によって評価をすることが許容されていたといえるという意味に

おいて，これを唯一の基準ということはできないと考える。なお，税法基準の考え

方によって評価することが許容されていたとしても，その方法等が税法基準の趣旨

に沿った適切なものでなければならないことはもとよりである。

検察官大鶴基成，同井上宏 公判出席

(裁判長裁判官 古田佑紀 裁判官 今井 功 裁判官 中川了滋 裁判官

竹内行夫）


